
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 印紙を間違えて過大に貼り付けた場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ｑ：印紙を過大に貼り付けてしましました。

どのような取扱いになりますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のような取扱いになります。 

【解説】  

過大に収入印紙を貼り付けてしまったよう

な場合で次のような場合は、印紙税の過誤納

金として還付対象になります。 

①請負契約書や領収書などの印紙税の課税文

書に貼り付けた収入印紙が過大となってい

るもの 

②委任契約書などの印紙税の課税文書に該当

しない文書を印紙税の課税文書と誤認して

収入印紙を貼り付けてしまったもの 

③印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り

付けたものの、使用する見込みのなくなった

もの 

還付を受ける場合は、「印紙税過誤納確認

申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税

務署長に提出します。 

なお、収入印紙は、印紙税の納付だけでな

く、登録免許税や国への手数料の納付などに

も使用されますが、登録免許税や特許手数料

を納付するために収入印紙を貼り付けたよう

な場合には、たとえ誤って貼り付けたもので

あっても還付対象にはなりません。 

また、還付金に係る請求権は、その請求を

することができる日から５年を経過すること

によって消滅しますので、文書を作成した日

から５年を経過したものも還付対象にはなり

ません。 
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